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令和２年度第８回佐倉市農業委員会総会会議録 

 

１ 期日 令和２年１０月９日（金）午後 １４時３０分開会 

２ 場所 佐倉市役所１号館６階第２会議室 

３ 出席委員（１５名） 

    １番  林  重 孝      ２番  羽根井 直 子      

３番  鈴 木 孝 徳     ４番  三 須 健 行 

５番  梅 澤 孝 雄     ６番  三 門 増 雄 

７番  江 川 昌 子     ８番  長 澤 正 昭 

９番  足 立 正 道    １０番  山 崎   宏  

１１番  兼 坂  仁    １２番  牛 玖 良 一 

１３番  眞 野 文 雄   １４番  石 渡 文 久 

１５番  石 田 和 久（議長）   

       

４ 欠席委員（０名）       

      

５ 議事日程 

   第１ 会期の決定 

   第２ 会議録署名人の選任 

   第３ 議案審議 

      議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請について 

 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号 令和２年度第７次農用地利用集積計画の決定について 

議案第４号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

 

６ 農業委員会事務局職員 

     事務局長  檜 垣 幸 夫 

     主査補   飯 田 啓 市     

主任主事  今 川 大 輔 
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    ◎開  会 

               午後 １４時３０分開議 

                                          

○事務局長  

それでは、皆様お揃いのようなので、始めさせていただきます。 

本日は、お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。 

それでは、定刻の少し前ですが、ただ今より、令和２年度第８回農業委員会総会

を開催させていただきます。 

新型コロナウイルス感染症予防対策としまして、本日の総会は、マスク等の着用

をお願いいたします。 

それでは、諸般の報告をさせていただきます。次回の総会でございますが、１１月６日

（金）に開催を予定していますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、令和２年文化の日千葉県功労者表彰について報告させていただきます。農林水産

功労の功績によりまして、三門 増雄 委員の表彰が決定されましたのでご報告いたしま

す。大変おめでとうございます。 

 なお、今回は新型コロナウィルス感染症拡大防止等への配慮により通常１１月３日が授

賞式なのですが、この開催は中止とのことでありますので、表彰状等が届きましたら改め

て、石田会長より伝達する予定でございます。なお、１０月下旬には新聞等、報道機関等

に発表予定とのことであります。 

 次に、先月の総会議案でありました■■■■■■■の農産物栽培施設につきましては、

千葉県農業会議による９月１１日（金）の現地調査会、同じく１６日（水）開催の常設審

議委員会でも許可相当の審議結果でありまして、先月２８日付で、千葉県から許可書が送

付されております。 

なお、常設審議委員会では、■■■■■■■■■■■■の車両置場用地も許可相当の審

議結果であり、同様の許可となっております。 

本日の総会の後に、耕作放棄地の現地調査の説明をさせていただきます。 

以上でございます。 

 

〇議長 それでは、会議を始めます。 

只今の出席委員は１５名で、佐倉市農業委員会会議規則第７条の規定により、過

半数以上に達しております。 

よって、令和２年度第８回総会は成立いたしましたので、直ちに会議を開きます。 

 

◎会期の決定  

〇議長 日程第１、会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。 

本総会の会期は、本日１日とすることに、ご異議ございませんか。 
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―――（異議なしの声あり）――― 

 

〇議長 異議は、ないものと認めます。 

よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

 

◎会議録署名人の選任 

〇議長 日程第２、会議録署名人の選任についてを議題といたします。お諮りいた

します。 

会議録署名人の選任につきましては、議長から指名させて頂きたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

 

―――（異議なしの声あり）――― 

 

〇議長 異議は、ないものと認めます。それでは、議長から指名いたします。 

議席番号、７番「江川 昌子委員」議席番号、８番「長澤 正昭委員」を、会議

録署名人に指名いたします。 

 

◎議案の上程 

〇議長 日程第３、議案を上程いたします。 

本日の上程議案は、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について  

議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号 令和２年度第７次農用地利用集積計画の決定について 

議案第４号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

以上、４議案でございます。 

それでは、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請についてでございま

す。 

事務局の説明をお願いします。 

事務局長。 

 

―――（事務局説明）――― 

 

◎議案第１号の説明 

〇事務局長  

議案につきまして、ご説明申し上げます。 

総会議案の１ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請につきましては、農地法第３条

の規定による許可について審議を求めるものでございます。 

表の第１項につきましては、権利者は自作地の近隣で耕作に便利なため、義務者
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は権利者からの要望のため、売買により、所有権の移転をしようとするものでござ

います。 

その許可要件についてご説明します。 

議案第１号の許可要件調査書をご覧ください。 

全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、地域との調和要件につ

きましては、調査書のとおりであり、農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当

しないため、許可要件を満たすものと考えます。 

以上でございます。 

 

〇議長 ただいま、議案第１号について事務局より説明がありましたが、第１項の

実態調査については、三門委員より調査報告をお願いいたします。 

 

―――（三門委員報告）――― 

 

〇三門委員 議席番号６番三門です。議案第１号第１項の調査報告をいたします。 

 義務者の■■■■さんは、相続により農地を取得し自分では耕作しておらず、近隣の営

農組合に耕作をお願いしていました。 

権利者の■■■さんは、申請地の近隣を耕作しており、近隣を耕作している■さんに、

購入してほしい旨打診したところ、自作地の近隣で耕作に便利な為、購入する事となった

そうです。 

問題は無いと思われますので、よろしくご審議の程お願いします。 

 

〇議長 ありがとうございました。 

それでは審議を行います。 

何かご質問、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

 

―――（発言者なし）――― 

 

〇議長 ないようですので、これより採決をいたします、第１項について、許可と

することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

―――（賛成者挙手）――― 

 

〇議長 挙手全員であります。 

よって、第１項は、許可と決しました。 

続きまして、議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請についてでござい

ます。 

事務局の説明をお願いします。 
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事務局長。 

―――（事務局説明）――― 

 
◎議案第２号の説明 
〇事務局長 

議案につきまして、ご説明申し上げます。 

議案の２ページをお願いいたします。 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請につきましては、千葉県知事へ

の意見について審議を求めるものでございます。 

議案第２号第１項は、■■■■が、車両置場及び資材置場用地として、■■■の

畑２９２㎡を、転用しようとするものでございます。 

申請地は、集落内に存在する小規模な農地で第２種農地と思われます。 

計画としましては、申請人は大工職人であり、建築関係の木材、塩ビパイプ等の

資材、また、事業用車両置場として、整備するものでございます。 

また、敷地内は砕石敷とするのみなので、雨水については自然浸透するものと思わ

れます。 

続きまして、議案第２号第２項及び第３項は、■■■■■■■■■■■■■が、仮

設駐車場及び仮設資材置場用地として、■■の畑６４７㎡を、一時転用しようと

するものでございます。 

申請地は、■■■■■■沿いの小規模な農地で第２種農地と思われます。 

計画といたしましては、隣接する■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■に伴う、ポンプ場内駐車場の、代替駐車場及び工事に伴

う資材置場として一時転用するものでございます。 

申請地は敷き鉄板敷として利用するもので、期間につきましては、令和５年３月

末までの、約２年５ヶ月間利用するものでございます。 

許可要件につきましては、議案第２号の許可要件調査書のとおりであり、許可要

件を満たすものと考えます。 

なお、位置図等を添付してありますので、ご参照ください。 

以上でございます。 

 

〇議長 ただいま、議案第２号について事務局より説明がありましたが、議案第２

号については、申請人を呼んであります。それでは、議案第２号第１項の申請人を

入場させてください。 

 

―――（申請人着席）――― 

 

〇議長 申請人の方は、ご苦労さまでございます。 
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自己紹介の後、申請の概要についてご説明をお願いします。また、発言の際は、

議長の許可を得てから、お願いいたします。 

 

―――（申請人説明）――― 

 

〇申請人 今回、農地転用の申請をいたしました、■■■■と申します。よろしくお願い

いたします。 

私は現在、■■■■の方に、住居と駐車場を、借りて、大工職人として、仕事をしてお

ります。 

近隣に、作業資材、作業道具等を、保管する場所を探していたところ、申請地が見つか

りました。 

申請地には、作業に使用する、道具とか、材料で、木材、ベニヤ板、塩ビパイプ、雨ど

い等の資材を置く予定でございます。 

以上、簡単ではございますが、よろしくお願いいたします。 

 

〇議長 ただいま、申請人より説明がございましたが、何かご質問等がありました

ら、お願いいたします。鈴木委員 

 

〇鈴木委員 議席番号３番鈴木です。志津地区を担当しております。よろしくお願

いします。該当の農地を先日、現地確認をして来ました。かなり前の道も狭く、普

通車ではアクセスが難しい場所だと思うのですが、どのような車を利用されるので

しょうか。 

 

〇議長 申請人 

 

〇申請人 今、私が使用しているのはスズキのエブリイという軽自動車のバンでご

ざいまして、今後、軽トラックも購入する予定でございます。基本的に、使用する

車両は、軽自動車でございます。 

 

〇議長 鈴木委員よろしいでしょうか。 

 

〇鈴木委員 後、現地確認の際に、隣接の住人の方と、お話をしたのですが、資材

置場となる事をご存知なかったらしく、騒音に関して心配されていたので、その辺

は気を付けていただきたいと思います。 

 

〇議長 申請人 

 

〇申請人 基本的には置場所として利用するもので、場合によっては、製材をする
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事もあると思いますが、その場合、時間等、常識の範囲内で、考慮して行いたいと

思っております。以上でございます。 

 

〇議長 鈴木委員よろしいでしょうか。 

 

〇鈴木委員 はい。 

 

〇議長 他に何かありますか。  

 

―――（発言者なし）――― 

 

〇議長 ないようですので、申請人は退席をお願いいたします。 

 

―――（申請人退席）――― 

 

〇議長 申請人が退席しましたので、これより採決をいたします。採決にあたって、

何かありますか。 

 

―――（発言者なし）――― 

 

〇議長 ないようですので、これより採決をいたします。 

議案第２号第１項について、許可相当とすることに賛成の方の挙手をお願いいた

します。 

―――（賛成者挙手）――― 

 

〇議長 挙手全員であります。 

よって、議案第２号第１項は、許可相当と決しました。 

続きまして、議案第２号第２項及び第３項の申請人を入場させてください。 

 

―――（申請人着席）――― 

 

〇議長 申請人の方は、ご苦労さまでございます。 

自己紹介の後、申請の概要についてご説明をお願いします。また、発言の際は、

議長の許可を得てから、お願いいたします。 

 

―――（申請人説明）――― 

 

〇申請人 お世話になります。今回、農地の一時転用申請をいたしました、■■■■■
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■■■■の■■と申します。よろしくお願いいたします。 

今回、隣接する■■■■■■■■■■■■■■■■■■■が運営いたします。■■■■

■■■■■■■■■■■■■を請け負いました。そちらの工事に伴いまして、ポンプ場内

駐車場の、代替駐車場、仮設資材置場として、令和５年の３月末までの工事期間中、一時

転用申請するものでございます。 

敷地内は、現在畑でございますが、敷き鉄板敷として利用し、工事期間が終了しました

ら、敷き鉄板を撤去し、元の農地に復元いたします。 

以上、簡単ではございますが、よろしくお願いいたします。 

 

〇議長 ただいま、申請人より説明がございましたが、何かご質問等がありました

ら、お願いいたします。 

 

―――（発言者なし）――― 

 

〇議長 ないようですので、申請人は退席をお願いいたします。 

 

―――（申請人退席）――― 

 

〇議長 申請人が退席しましたので、これより採決をいたします。採決にあたって、

何かありますか。三門委員 

 

〇三門委員 議席番号６番、三門です。事務局にお聞きしたいのですが、これは、

所有権の移転を伴わないですけど、５条の申請でよろしいでしょうか。 

 

〇議長 事務局 

 

〇事務局 賃借として、申請人が借り受けて行うものなので、５条の申請となりま

す。 

 

〇議長 三門委員、よろしいですか。 

 

〇三門委員 はい。 

 

〇議長 他に何かありますか。 

 

―――（発言者なし）――― 

 

〇議長 ないようですので、これより採決をいたします。 
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議案第２号第２項及び第３項について、許可相当とすることに賛成の方の挙手を

お願いいたします。 

 

―――（賛成者挙手）――― 

 

〇議長 挙手全員であります。 

よって、議案第２号第２項及び第３項は、許可相当と決しました。 

続きまして、議案第３号、令和２年度第７次農用地利用集積計画の決定について、

議案第４号の農用地利用配分計画（案）に対する意見については関連する案件です

ので、一括審議とさせていただきます。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

事務局長。 

 

―――（事務局説明）――― 

 

◎議案第３号の説明 
〇事務局長  

議案第３号 令和２年度第７次農用地利用集積計画の決定につきましては、農業

経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画を決定するにあた

り、佐倉市長より農用地利用集積計画（案）の提出があったので、審議を求めるも

のでございます。 

利用権の種類といたしましては、 

使用貸借権の設定２３件、６６筆、地積７３,６４５㎡、賃貸借権の設定、７件、

１１筆、地積２１,００７㎡でございます。 

詳細でございますが、議案の４ページ～１０ページをお願いいたします。 

申請番号１番・２番・２９番は、農業経営安定のため、３番～２３番については、

農業経営規模拡大のため、２４番・２５番については、現在、■■■■を中心に農

業経営を行っている農業法人が、佐倉市へ新規参入のため、２６番については、農

地中間管理事業活用のため、２７番・２８番については、新規就農するため、期間

は、５年～１０年間を設定しようとするものでございます。 

いずれも利用権を設定する土地、設定内容の詳細など農業経営基盤強化促進法第

１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。 

続きまして、議案の１１ページ～１３ページをお願いいたします。 

議案第４号 農用地利用配分計画（案）に対する意見につきましては、農地中間

管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農用地利用配分計画

（案）に対する意見を求めるもので、農地中間管理機構から、市内の１農業者が、

■■■の畑２筆、合計１,２１０㎡の農地を借りうけるもので、農地中間管理事業

の推進に関する法律第１８条第４項の各要件を満たしているものと思われます。 
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以上でございます。 

 
〇議長 ただいま、議案第３号及び議案第４号について事務局より説明がありまし

たが、本件については、計画の作成者である佐倉市農政課を呼んであります。農政

課職員を入場させて下さい。 

 

―――（農政課着席）――― 

 

〇議長 農政課の職員は、ご苦労様です。 

自己紹介をお願いいたします。 

 

―――（農政課春田あいさつ）――― 

 

〇農政課 春田 産業振興課農政課、春田と申します。よろしくお願いいたします。 

〇議長 ありがとうございました。 

それでは、議案第３号申請番号２７番及び２８番については、新規就農者の申請

で、申請人を呼んであります。 

申請人を入場させてください。 

 

―――（申請人着席）――― 

 

〇議長 申請人の方は、ご苦労さまでございます。 

自己紹介の後、申請の概要についてご説明をお願いします。 

 

―――（申請人説明）――― 

 

〇申請人 私は、■■■と申します。よろしくお願いいたします。新規就農として

申請しています。１９年の４月から、■■■■の■■■■■に半年のコースで、勉強

しました。卒業してから、今年の８月まで、■■■■■■■という所で、野菜の作り

方を、指導していただきました。今後、葉物野菜を中心に作りたいと思っています。

■■の方の畑で、実際、栽培研修をしておりました。キャベツとか、なす、ピーマ

ン等を栽培していました。将来的には、色々な野菜を試してみて、スーパー、直売

所、インターネット等を利用して、販売して行こうと考えております。以上でござ

います。  

 

〇議長 ただいま、申請人より説明がございましたが、何かご質問等がありました

ら、お願いいたします。林委員 
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〇林委員 議席番号１番、林です。今、お住まいは■■■みたいですけど、借家で

すか。また、佐倉を就農地として選んだ理由をお聞かせ下さい。 

 

〇議長 申請人 

 

〇申請人 ■■■は購入した家です。これからずっと住んで行きたいと思っていま

す。子供の頃から、野菜作りが夢だったのですが、中々チャンスがなく、こちらに

引っ越してから、親の紹介で、野菜作りをしたいため、■■■■■に入学して、勉

強しました。 

 

〇林委員 佐倉を選んだ理由をお聞かせ下さい。 

 

〇議長 申請人、佐倉市を選んだ理由をお願いします。 

 

〇申請人 こちらに住んでいるからです。 

 

〇議長 林委員、よろしいでしょうか。 

 

〇林委員 はい。 

 

〇議長 他に何かありませんか。三門委員 

 

〇三門委員 議席番号６番、三門です。日本に住んで、どの位になるのですか。 

 

〇議長 申請人 

 

〇申請人 今年で、１７年になります。 

 

〇議長 三門委員 

 

〇三門委員 国籍は、日本なのですか。 

 

〇議長 申請人 

 

〇申請人 今は、まだ、変わっていません。私の旦那が、国籍の取得の申請をして

おり、その後、私も行う予定です。 

 

〇議長 三門委員、よろしいでしょうか。 
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〇三門委員 はい。 

 

〇議長 他に何かありませんか。眞野委員 

 

〇眞野委員 議席番号１３番、眞野です。私、■■■の近くに住んでいるのですけ

ど、間違っていたらすいません。■■の信号の辺りで、農産物を販売してませんか。 

 

〇議長 申請人 

 

〇申請人 少し出しています。 

 

〇議長 眞野委員、よろしいでしょうか。 

 

〇眞野委員 はい。 

 

〇議長 他に何かございますか。江川委員。 

 

〇江川委員 議席番号７番、江川です。私、■■に住んでいます。■■■に向かっ

て行って、太陽光発電施設の脇の、荒れていた土地を整備されていた方でしょうか。 

 

〇議長 申請人 

 

〇申請人 違います。 

 

〇議長 江川委員  

 

〇江川委員 違いますか。失礼しました。私は、■■で露地野菜を栽培しておりま

す。何かありましたら、よろしくお願いします。 

 

〇申請人 よろしくお願いします。 

 

〇議長 他に何かございませんか。 

 

―――（発言者なし）――― 

 

〇議長 ないようですので、申請人は退席をお願いいたします。 

 

―――（申請人退席）――― 
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〇議長 他に何かご質問がありましたら、お願いいたします。 

 

―――（発言者なし）――― 

 

〇議長 ないようですので、農政課の職員は退席をお願いします。 

農政課の職員が退席しましたので、これより採決をいたします。 

先に、議案第３号申請番号２７番及び２８番について、承認とすることに賛成の

方の挙手をお願いいたします。 

 

―――（賛成者挙手）――― 

 

〇議長 挙手全員であります。 

よって、申請番号２７番及び２８番は、承認と決しました。 

〇議長 続きまして、議案第３号申請番号１番～２６番及び２９番について原案の

とおり決定することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

―――（賛成者挙手）――― 

 

〇議長 挙手全員であります。 

よって、申請番号１番～２６番及び２９番は原案のとおり決定と決しました。 

続きまして、議案第４号について原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を

お願いいたします。 

 

―――（賛成者挙手）――― 

 

〇議長 挙手全員であります。 

よって、原案のとおり決定と決しました。 

 

〇議長 以上をもちまして、本日ご提案をいたしました議案につきまして、審議が

終了いたしました。 

慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。 

続きまして、事務局から報告事項をお願いいたします。 

 

―――（事務局長報告）――― 

 

◎報告事項の説明 

〇事務局長 報告事項について、申し上げます。 

それでは、議案の１４ページをお願いいたします。 
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農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでございます。 

専用住宅用地としようとするもの１件、１筆、老人ホーム住宅用地としようとす

るもの１件、３筆でございます。 

次に、１５ページ～１６ページをお願いいたします。 

農地法第５条第１項第７号の規定による届出についてでございます。 

専用住宅用地としようとするもの４件、４筆、長屋住宅用地としようとするもの

１件、１筆、駐車場用地としようとするもの２件、４筆、資材置場用地としようと

するもの１件、１筆でございます。 

次に、１７ページをお願いいたします。 

地目変更登記に係る法務局からの照会についてでございます。 

雑種地として地目変更申請のあったもの、３件、４筆、原野として地目変更申請

のあったもの、１件、３筆でございます。 

次に、１８ページ及び１９ページをお願いいたします。 

利用権の中途解約に係る通知書についてでございます。 

利用権設定期間存続中でございますが、地主、借主、双方の合意の基、解約をし

たもの、２６件７２筆でございます。 

次に、２０ページをお願いいたします。 

農地法第１８条第６項の合意による解約についてでございます。 

地主、借主、双方の合意の基、解約をしたもの、２件４筆でございます。 

次に、２１ページをお願いいたします。 

農地法第３条の３第１項の規定による届出書についてでございます。 

相続による届出、４件、１７筆でございます。 

次に、２２ページをお願いいたします。 

農地法施行規則第２９条第１３項に関する農地法制限除外の届出書についてで

ございます。 

携帯電話の基地局を設置するもの２件、２筆でございます。 

 報告事項につきましては、以上でございます。 

 

〇議長 ありがとうございました。 

以上をもちまして、令和２年度第８回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

=== 会 議 終 結 === 

 

 

 

 


